
 

問Ⅹ－４－②（移行法人の計算書類） 

 移行法人が作成すべき計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書））について、作成する上での留意点を教えてください。また、実施事

業資産を貸借対照表に注記する場合の記載方法を教えてください。 

 

答 

１ 移行法人は毎事業年度経過後に公益目的支出計画実施報告書と併せて計算

書類等（貸借対照表、損益計算書等）を行政庁に提出しなければなりません。 

 

２ 行政庁において、毎事業年度、公益目的支出計画が適正かつ確実に実施され

ていることを確認するために、公益目的支出計画に記載する実施事業等（実施

事業及び特定寄附）については、その状況を把握する必要があることから、損

益計算書（正味財産増減計算書）の内訳表において、実施事業等に関する会計

（実施事業等会計）を他と区分した上で、更に事業等ごとに区分する必要があ

ります。 

また、実施事業等以外の事業（その他事業）のうち主なもの（事業規模の大

きいもの）についても、公益目的支出計画が確実に実施されていることを確認

するため、損益計算書の内訳表において、主な事業ごとに収支の状況（収益及

び費用）を明らかにしていただく方が望ましいといえます。その他事業は、必

要に応じて事業の内容、目的等により関連するものを一つの事業単位としてま

とめることは可能です。 

更に、法人全体の事業費と管理費に関連する費用は適正な基準によりそれぞ

れに配賦しなければならず、実施事業とその他事業に関連する事業費も同様に

配賦しなければなりません。 

これらのことから、移行法人が作成する損益計算書（正味財産増減計算書）

は、内訳表において、実施事業等に関する会計（実施事業等会計）、その他事

業に関する会計（その他会計）及び法人の管理業務やその他の法人全般に係る

事項に関する会計（法人会計）の３つに区分した上で、実施事業等は事業等ご

とに表示し、その他事業のうち主なものは事業ごとに表示することが適当であ

ると考えます。 

 

３ 移行法人は、貸借対照表において実施事業資産（実施事業に係る資産）を区

分して明らかにする必要があります。なぜならば、実施事業資産から発生する

損益は、公益目的支出の額又は実施事業収入の額として公益目的財産額に反

映させる必要があるからです。 



例えば、実施事業に供している機械等の固定資産を除却した場合、除却に係

る損益は、公益目的支出計画に反映することになりますので、区分しておくこ

とで実施事業に係る支出または収入が明らかになります。 

 

４ 実施事業資産を区分する方法として例えば、 

① 損益計算書（正味財産増減計算書）同様、内訳表において実施事業等会計、

その他会計及び法人会計の３つに区分することにより、明示する方法や、 

② 貸借対照表に実施事業資産を注記する方法が考えられます。 

 

５ 貸借対照表に実施事業資産を注記する方法を選択した場合には、以下の記

載例が考えられます。このような記載により、実施事業資産は明示されるもの

と考えられます。 

 

（記載例） 

 貸借対照表に対する注記 

 ××．実施事業資産は以下のとおりである。 

     基本財産        投資有価証券   500 

     その他固定資産    土   地      200 

                建   物    100 

 


